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郵
送
で
も

国
民
健
康
保
険
の

脱
退
手
続
き
が
で
き
ま
す

ID 1003752

　
職
場
の
健
康
保
険

加
入
に
伴
う
国
民
健

康
保
険
の
脱
退
手
続

き
が
、
郵
送
で
も
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。詳
し
く
は
、

市

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
２
０

国
民
年
金
保
険
料
が

変
更
に
な
り
ま
す

ID 1003791
　
４
月
分
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料
が

月
額
1
万
６
５
４
０
円
に
変
更
に
な
り

ま
す
。
な
お
、
口
座
振
替
や
前
納
に
よ

る
割
引
制
度
な
ど
、
便
利
で
お
得
な
納

付
方
法
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

例
え
ば
、
現
金
納
付
で
１
年
前
納 

を
す
る
場
合
は
、
保
険
料
が
19
万
４
９ 

６
０
円
で
、３
５
２
０
円
の
割
り
引
き
、 

２
年
前
納
の
場
合
は
保
険
料
が
38
万 

３
２
１
０
円
で
、
1
万
４
５
９
０
円
の

割
り
引
き
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
２
年

前
納
を
希
望
す
る
場
合
は
、
年
金
事
務

所
に
申
し
込
み
手
続
き
が
必
要
で
す
。

問
宇
都
宮
西
年
金
事
務
所
☎（
622
）４
２ 

８
１
、
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
２
７

国
民
年
金
の

学
生
納
付
特
例
制
度

ID 1003795

　

学
生
は
、
国
民

年
金
保
険
料
を
後

か
ら
納
め
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
届
け
出

を
す
る
と
、
年
金
を
受
け
る
た
め
の
資

格
期
間
に
算
入
さ
れ
、
後
か
ら
納
め
れ

ば
受
け
取
る
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま

す
。
な
お
、
後
か
ら
納
め
ら
れ
る
期
間

は
10
年
以
内
で
す
。

▼
対
象　
大
学（
大
学
院
）・短
期
大
学・

専
門
学
校
・
各
種
学
校
な
ど
に
在
学
す

る
20
歳
以
上
の
学
生
で
、
本
人
の
前
年

所
得
が
118
万
円
以
下
の
人
。

▼
対
象
期
間　
４
月
分
～
令
和
３
年
３

月
分
。

▼
申
込
方
法　
年
金
手
帳
（
交
付
さ
れ

て
い
る
人
）、
学
生
証
両
面
の
写
し
ま

た
は
在
学
証
明
書
、
印
鑑
（
ゴ
ム
印
不

可
）、
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
代
理
人

の
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
で
き
る

書
類
（
別
世
帯
の
代
理
人
に
よ
る
申
請

は
委
任
状
も
必
要
）
を
お
持
ち
の
上
、

直
接
、
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
Ａ

17
番
窓
口
）
ま
た
は
各

・

へ
。

　
な
お
、
令
和
２
年
度
用
の
申
請
は
が

き
が
届
い
た
人
は
、必
要
事
項
を
書
き
、

送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
窓
口
で
の
申
請

は
不
要
で
す
。

▼
そ
の
他　
過
年
度
分
の
申
請
は
、
申

請
時
点
の
２
年
１
カ
月
前
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
２
７

◎�今月号から、生涯学習センター、環境学習センター、茂原健康交流センター、各種スポーツ教室などの記事は、40～ 42ページ「施設の教室・講座」
にまとめて掲載しています。
URL1　http://www.park14.wakuwak.com/ ～ volunteer/point/point.html

お
知
ら
せ

令和２年度定期予防接種対象
高齢者の肺炎球菌予防接種

ID 1004431

問保健予防課☎（626）1114
▼期間　４月１日～令和３年３月31日。
▼�会場　市 に掲載している県内指定医療機関。県内指定

医療機関以外で接種する場合は、接種前に保健予防課（竹
林町）へ「予防接種依頼書交付申請書」を提出する必要
があります。また、接種費用は全額自己負担した後、償
還払いとなります。
▼回数　生涯１回。
▼�対象　市内在住の肺炎球菌予防接種を一度も受けたこと

がない、次のいずれかに該当する人。
①65・70・75・80・85・90・95・100歳。
年齢 生　年　月　日
65歳 昭和30年４月２日 ～ 昭和31年４月１日
70歳 昭和25年４月２日 ～ 昭和26年４月１日
75歳 昭和20年４月２日 ～ 昭和21年４月１日
80歳 昭和15年４月２日 ～ 昭和16年４月１日
85歳 昭和10年４月２日 ～ 昭和11年４月１日
90歳 昭和　５年４月２日 ～ 昭和　６年４月１日
95歳 大正14年４月２日 ～ 大正15年４月１日
100歳 大正　９年４月２日 ～ 大正10年４月１日

② 満60 ～ 64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能、HIVによる
免疫機能に障がいがあり、身体障がい者手帳1級程度。
▼費用　2,500円。
▼�持ち物　健康保険証など生年月日が分かるもの。②に該

当する人は身体障がい者手帳の写し。
▼�その他　市民税非課税世帯、生活保護被保護者、中国残

留邦人の認定を受けている人は、接種費用が免除になる
無料券が発行されます。該当者は、予防接種を受ける前に、
身分証明書、印鑑（ゴム印不可）をお持ちの上、保健予防課、
保健と福祉の相談（市役所１階）、各 ・ で申請してく
ださい。
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康
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福
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国
保
・
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ID 1000000

本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝ホームページ、 ＝Ｅメールアドレス、 ＝地区市
民センター、 ＝出張所、 ＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

各番号を市 のトップページで入力すると関連ページが見られます

健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業

交
換
申
請
の
受
け
付
け
開
始

（
ア
プ
リ
参
加
者
）

ID 1015169▼
対
象　
令
和
元
年
度
の
活
動
で
貯
め

た
ポ
イ
ン
ト
（
５
０
０
０
ポ
イ
ン
ト
上

限
）。

▼
申
請
期
限　
９
月
30
日
。

▼
申
請
方
法　
自
分
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
い
る
「
う
つ

の
み
や
健
康
ポ
イ
ン
ト
ア
プ
リ
」
に
、

直
接
、
必
要
事
項
を
入
力
。

▼
そ
の
他　
令
和
元
年
度
中
に
、３
０
０ 

０
ポ
イ
ン
ト
以
上
貯
め
た
人
は
、
ア
プ

リ
か
ら
、
協
賛
企
業
提
供
物
品
が
も

ら
え
る
抽
選
へ
の
参
加
も
で
き
ま
す
。 

ま
た
、
飲
食
店
な
ど
で
使
え
る
割
引
券

は
、
６
月
１
日
に
ア
プ
リ
上
に
表
示
し

ま
す
。

　
な
お
、
活
動
記
録
票
で
参
加
し
て
い

る
人
の
ポ
イ
ン
ト
交
換
申
請
は
、
６
月

１
日
か
ら
開
始
し
ま
す
。

問
健
康
ポ
イ
ン
ト
事
業
事
務
局
☎
０
１ 

２
０（
990
）９
６
０
、
健
康
増
進
課
☎

（
626
）１
１
２
８

高
齢
者
等
地
域
活
動

支
援
ポ
イ
ン
ト
事
業

交
換
申
請
の
受
け
付
け
開
始

ID 1004343▼
対
象　
①
平
成
30
年
度
に
活
動
を
し

た
人
の
う
ち
、
申
請
が
済
ん
で
い
な
い

人
②
令
和
元
年
度
に
活
動
を
し
た
人
。

▼
申
請
期
限　
９
月
30
日（
消
印
有
効
）。

▼
申
請
方
法　
市
社
協
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

セ
ン
タ
ー（
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

に
置
い
て
あ
る
交
換
申
請
書
（
市
社
協

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
URL1

か
ら
も

取
り
出
し
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、

該
当
す
る
年
度
の
ポ
イ
ン
ト
台
帳
を
添 

え
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
、
〒
320－

0806 

中
央
１
丁
目
１

－

15
、
市
社
協
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
内
ポ
イ
ン
ト
事
業
受

付
窓
口
へ
。
な
お
、
65
歳
以
上
の
人
が

申
請
す
る
場
合
は
、
介
護
保
険
証
に
記

載
さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
番
号
を
申
請

書
に
必
ず
書
い
て
く
だ
さ
い
。

問
市
社
協
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎ 

（
614
）８
０
１
１
、
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）

２
３
６
０

介
護
相
談
員
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

募
集
し
ま
す

ID 1003867

▼
内
容　
利
用
者

の
疑
問
・
不
満
・

不
安
を
解
消
す
る

た
め
、
介
護
施
設

を
月
２
回
訪
問
し

て
、
利
用
者
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
。

▼
対
象　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
。

①
市
内
在
住
の
40
～
70
歳
（
令
和
2
年

4
月
1
日
現
在
）
②
指
定
の
研
修
な
ど

に
参
加
で
き
る
③
介
護
相
談
員
活
動
に

理
解
と
熱
意
が
あ
り
、
相
談
員
と
し
て

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
で
き
る
④
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
所
属
し
て
い
な
い

⑤
自
家
用
車
な
ど
で
施
設
な
ど
へ
の
訪

問
が
で
き
る
。

▼
定
員　
若
干
名
。

▼
選
考　
面
接
。

▼
申
込
期
限　
４
月
15
日
（
必
着
）。

▼
申
込
方
法　
高
齢
福
祉
課
（
市
役
所

２
階
）、
各

・

に
置
い
て
あ
る
応

募
用
紙
（
市

か
ら
も
取
り
出
し
可
）

に
必
要
事
項
を
書
き
、
顔
写
真
付
き
履

歴
書
を
添
え
て
、直
接
ま
た
は
送
付
で
、

〒
320－

8540
市
役
所
高
齢
福
祉
課
☎（
632
）

２
９
７
７
へ
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
の

保
険
料
見
直
し

ID
　
所
得
の
低
い
人
や
被
用
者
保
険
の
被

扶
養
者
で
あ
っ
た
人
の
保
険
料
の
軽
減

措
置
が
、
令
和
２
年
度
よ
り
見
直
さ
れ

ま
す
。

▼
所
得
の
低
い
人　
均
等
割
額
５
割
軽

減
＝
被
保
険
者
数
に
乗
ず
る
金
額
が

28
万
円
か
ら
28.5
万
円
に
、
２
割
軽
減
＝

被
保
険
者
数
に
乗
ず
る
金
額
が
51
万
円

か
ら
52
万
円
に
変
わ
り
ま
す
。

▼
世
帯
の
合
計
所
得
が
33
万
円
を
超
え

な
い
世
帯
で
、
被
保
険
者
全
員
が
年
金

収
入
80
万
円
以
下
の
人
・
そ
の
他
の
所

得
が
な
い
人　
均
等
割
の
軽
減
率
が
８

割
か
ら
７
割
に
変
わ
り
ま
す
。

▼
世
帯
の
合
計
所
得
が
33
万
円
を
超
え

な
い
世
帯
の
人　
均
等
割
の
軽
減
率
が

8.5
割
か
ら
7.75
割
に
変
わ
り
ま
す
。

▼
そ
の
他　

保
険
料
賦
課
限
度
額
を

62
万
円
か
ら
64
万
円
に
引
き
上
げ
ま
す
。

問
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
☎ 

（
627
）６
８
０
５
、
保
険
年
金
課
☎（
632
）

２
３
０
７

精神障がい者保健福祉手帳を
お持ちの人に交通費を助成します

▼�助成内容　在宅の障がい者が公共交通機関を利用する際の交通費。精
神障がい者保健福祉手帳１級＝タクシー券、２・３級＝共通バスカー
ドなど。
▼�対象　精神障がい者保健福祉手帳所持者。ただし、療育手帳・身体障

がい者手帳所持者で知的障がい者等交通費助成・障がい者タクシー料
金助成を受けている人を除く。
▼申請開始　４月７日。
▼�申請方法　精神障がい者保健福祉手帳と印鑑（ゴム印不可）をお持ち

の上、直接、障がい福祉課（市役所１階）へ。平石・富屋・姿川・河
内 では、申請のみを受け付けし、後日送付します。
問障がい福祉課☎（632）2361
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お
知
ら
せ

協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料
率
が

変
更
に
な
り
ま
す

ID
　
４
月
納
付
分
か
ら
、
協
会
け
ん
ぽ
栃

木
支
部
の
健
康
保
険
料
率
は
9.88
％
で
据

え
置
き
、
介
護
保
険
料
率
は
1.79
％
へ
引

き
上
げ
と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
協

会
け
ん
ぽ
栃
木
支
部
URL1

を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
協
会
け
ん
ぽ
栃
木
支
部
☎（
616
）１
６ 

９
２
、
保
険
年
金
課
☎（
632
）２
３
２
０

催
　
し

健
康
で

豊
か
な
人
間
性
を
育
も
う

食
育
情
報
コ
ー
ナ
ー
　

ID 1004752
　
4
月
は
「
食
事
の
リ
ズ
ム
を
整
え
よ

う
」
を
テ
ー
マ
に
、
食
習
慣
の
ヒ
ン

ト
、
食
に
関
す
る
情
報
な
ど
の
パ
ネ
ル

展
示
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
レ
シ
ピ
の
配

布
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
立

ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　
休
館
日
（
水
曜
日
・
祝
休
日
・

年
末
年
始
）
を
除
く
毎
日
、
午
前
9
時

か
ら
午
後
5
時
。
入
館
は
午
後
4
時
30

分
ま
で
。

▼
会
場　
市
保
健
セ
ン
タ
ー
（
ト
ナ
リ

エ
宇
都
宮
９
階
）。

問
市
保
健
セ
ン
タ
ー
☎（
627
）６
６
６
６

教
室
・
講
座

市
保
健
セ
ン
タ
ー
で

健
康
講
座

ID 1004463

1
「
女
性
の
た
め
の

美
ボ
デ
ィ
教
室
」
日

曜
日
コ
ー
ス

▼
日
時　

4
月
26

日
、
5
月
10
・
24
日
、

6
月
14
・
28
日
、
7
月
12
日
。
午
前
10

時
～
正
午
。
全
6
回
。

▼
内
容　
理
想
の
体
型
を
キ
ー
プ
す
る

た
め
の
筋
力
運
動
や
有
酸
素
運
動
の
実

技
、
女
性
の
健
康
や
食
生
活
に
関
す
る

豆
知
識
、
痩
せ
や
す
さ
の
測
定
な
ど
。

▼
対
象　
市
内
在
住
の
30
～
59
歳
の
女

性
。
市
保
健
セ
ン
タ
ー
運
動
教
室
に
初

め
て
参
加
す
る
人
優
先
。

▼
定
員　
先
着
15
人
。

▼
申
込
開
始　
4
月
4
日
午
前
9
時
30

分
。

▼
申
込
方
法　
直
接
ま
た
は
電
話
で
、

市
保
健
セ
ン
タ
ー
☎（
627
）６
６
６
６
へ
。

2
「
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
デ
ビ
ュ
ー
教
室
」

金
曜
日
コ
ー
ス

▼
日
時　
5
月
15
・
22
日
、
6
月
5
・

19
日
、
7
月
3
・
17
日
。
午
前
10
時
～

正
午
。
全
6
回
。

▼
内
容　
自
宅
で
手
軽
に
で
き
る
筋
力

URL1　https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tochigi

視覚・聴覚障がい者を支援する　奉仕員養成講座

講座名・内容 日時・会場 対　象 定員・費用 申込方法

手話奉仕員養成講座
手話で日常会話を行
うために必要な手話
語
ご

彙
い

と手話表現技術
を習得する

毎週火曜日午前コース
5月12日～令和3年3月16日、
午前10時～正午。全40回
市総合福祉センター（中央１丁目）

手話通訳者を目指し
ていて、過去に同様
の手話講座受講経験
がない人。
ただし、定員に満た
ない場合は、過去に
手話講座の受講・修
了経験がある人も申
し込み可。定員を超
えた場合は新規受講
者を優先

先着20人
3,300円

（ テ キ ス
ト代など）

直接または電話で、市
障害者福祉会連合会

（中央１丁目）☎（636）
1219へ

毎週水曜日午後コース
5月13日～令和3年3月24日、
午後1時30分～ 3時30分。
全40回
市総合福祉センター

先着20人
3,300円

（ テ キ ス
ト代など）

直接または電話で、市 
社協ボランティアセン
ター（中央１丁目）☎

（636）1285へ

毎週木曜日夜コース
5月14日～令和3年3月18日、
午後7時～ 9時。全40回
サン・アビリティーズ（屋板町）

先着30人
3,300円

（ テ キ ス
ト代など）

直接または電話・ファ
クス（ を明記）で、
サン・アビリティーズ
☎・ （656）1458へ

音訳奉仕員養成講座
本などの情報を音訳
し、テープ・デイジー
などに記録する音訳奉
仕員を養成する

5月20日～令和3年3月3日の水
曜日。午前10時～正午。
全35回
市総合福祉センター

修了後に奉仕員とし
て登録し活動でき、
過去に同様の講座受
講経験のない人

先着20人
750円

（ テ キ ス
ト代など） 直接または電話で、市

社協ボランティアセン
ター☎（636）1285へ点訳奉仕員養成講座

本などの印刷物を点
字に訳する点訳奉仕
員を養成する

5月12日～令和3年3月23日の
火曜日。午前10時～正午。
全40回
市総合福祉センター

先着20人
2,150円

（ テ キ ス
ト代など）

▼講座名・内容・日時など　下の表の通り。
▼対象　市内在住か通勤通学する18歳以上の人。
▼申込期間　4月7日午前9時～ 4月30日。

▼その他　他の団体が主催する同じ内容の講座と
並行しての受講不可。
問障がい福祉課☎（632）2353
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健
康
・
福
祉

国
保
・
年
金

ID 1000000

本文中に記載がないものは、原則として、対象＝どなたでも、費用＝無料、申込＝不要。 ＝ホームページ、 ＝Ｅメールアドレス、 ＝地区市
民センター、 ＝出張所、 ＝生涯学習センター、 ＝申込時に記載する基本項目は、催し名・郵便番号・住所・氏名・ふりがな・電話番号・人数。

各番号を市 のトップページで入力すると関連ページが見られます

運
動
と
有
酸
素
運
動
の
実
技
、
健
康
に

関
す
る
豆
知
識
、
痩
せ
や
す
さ
の
測
定

な
ど
。

▼
対
象　

市
内
在
住
の
30
～
64
歳
の

人
。
市
保
健
セ
ン
タ
ー
運
動
教
室
に
初

め
て
参
加
す
る
人
優
先
。

▼
定
員　
先
着
20
人
。

▼
申
込
開
始　
4
月
3
日
午
前
9
時
30

分
。

▼
申
込
方
法　
直
接
ま
た
は
電
話
で
、

市
保
健
セ
ン
タ
ー
☎（
627
）６
６
６
６
へ
。

3
運
動
チ
ャ
レ
ン
ジ
タ
イ
ム

▼
日
時　
4
月
9
・
12
・
15
・
28
日
、

午
前
9
時
30
分
～
10
時
30
分
と
午
前
10

時
30
分
～
11
時
30
分
。
4
月
14
・
20
・

23
・
27
日
、
午
後
1
時
30
分
～
2
時
30

分
と
午
後
2
時
30
分
～
3
時
30
分
。

▼
内
容　
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
放

映
と
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
の
提
供
。

▼
対
象　
市
内
在
住
の
運
動
制
限
の
な

い
人
。

▼
そ
の
他　
同
日
の
続
け
て
の
受
講
は

で
き
ま
せ
ん
。

問
市
保
健
セ
ン
タ
ー
☎（
627
）６
６
６
６

盲
ろ
う
者
向
け

通
訳
・
介
助
員
養
成
講
座

ID 1015945▼
日
時　
５
月
30
日
～
６
月
28
日
の
土

曜
日
ま
た
は
日
曜
日
。
午
前
９
時
30
分

～
午
後
４
時
30
分
。
全
７
回
。

▼
会
場　
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
（
若
草

１
丁
目
）
ま
た
は
と
ち
ぎ
男
女
共
同
参

画
セ
ン
タ
ー
「
パ
ル
テ
ィ
」（
野
沢
町
）。

期
日
に
よ
っ
て
会
場
が
異
な
り
ま
す
。

▼
内
容　
盲
ろ
う
者
（
視
覚
と
聴
覚
に

重
複
し
た
障
が
い
が
あ
る
人
）
の
自
立

と
社
会
参
加
を
支
援
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
（
盲
ろ
う
者
向
け
通
訳
・
介
助
員
）

を
養
成
す
る
講
座
。

▼
対
象　
全
日
程
受
講
で
き
、
修
了
後

に
県
の
「
盲
ろ
う
者
向
け
通
訳
・
介
助

員
」
と
し
て
登
録
・
活
動
が
可
能
な
人
。

▼
費
用　
２
０
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代

･

研
修
費
な
ど
）。

▼
定
員　
抽
選
20
人
。

▼
申
込
期
限　
５
月
15
日
。

▼
申
込
方
法　
申
込
用
紙
（
市

か
ら

取
り
出
し
可
）
に
必
要
事
項
を
書
き
、

直
接
ま
た
は
送
付
・
Ｅ
メ
ー
ル
・
フ
ァ

ク
ス
で
、
〒
320－

8508
若
草
１
丁
目
10

－

６
、栃
木
盲
ろ
う
者
友
の
会
「
ひ
ば
り
」

事
務
局
（
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
内
）
☎・ 

（
621
）０
８
６
０
、hibari.w

eb@
ni 

fty.com

へ
。

問
栃
木
盲
ろ
う
者
友
の
会
「
ひ
ば
り
」

事
務
局
☎（
621
）０
８
６
０
、
障
が
い

福
祉
課
☎（
632
）２
３
５
３

シ
ニ
ア
世
代
の
た
め
の

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
支
援
講
座

ID 1004338

1
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

の
必
要
性
、
豊
か

な
シ
ニ
ア
ラ
イ
フ

を
送
る
た
め
に

▼
日
時　
４
月
11

日（
土
）
午
前
10

時
～
正
午
。

2
シ
ニ
ア
世
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン▼
日
時　

４
月
22
日（
水
）午
前
10
時

～
正
午
。　

■
会
場　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
。

■
内
容　
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

に
よ
る
講
座
と
個
別
相
談
。

■
対
象　
市
内
在
住
か
通
勤
す
る
、
お

お
む
ね
50
歳
以
上
の
人
。

■
定
員　
各
先
着
15
人
。

■
申
込
方
法　
直
接
ま
た
は
電
話・フ
ァ 

ク
ス
・
Ｅ
メ
ー
ル
（

・
年
齢
を
明
記
）

で
、
み
や
シ
ニ
ア
活
動
セ
ン
タ
ー
（
市

役
所
２
階
・
高
齢
福
祉
課
内
）
☎（
632
）

２
３
６
８
、
（
639
）８
５
７
５
、

m
i 

yasenior@
city.utsunom

iya.
tochigi.jp

へ
。

高額介護合算療養費を支給します

▼�支給対象　令和元年７月31日現在で、1国民健康保険ま
たは2後期高齢者医療制度に加入する世帯。
▼�対象期間　平成30年８月１日～令和元年７月31日に支払っ

た医療費と介護保険の介護サービス費。ただし、医療費は食
費・差額ベッド代・保険適用外の経費、介護サービス費は食
費・滞在費・日常生活費などは対象外。
▼�申請方法　後期高齢者医療制度加入の支給対象世帯には

支給申請書（４月中旬に発送予定）を送付しますので、必
要事項を書き、同封の返信用封筒で返送してください。
　なお、国民健康保険加入の支給対象世帯には支給申請書
を３月上旬に送付しています。申請していない人は支給申
請書に必要事項を書き、同封の返信用封筒で返送してくだ
さい。
▼�その他　74歳以下で、国民健康保険以外の健康保険を利

用している人は、各健康保険組合などに「介護保険の自己
負担額証明書」を添付して申請してください。自己負担額
証明書について、詳しくは、高齢福祉課☎（632）2906へ。
問�保険年金課1☎（632）23162☎（632）2307


